
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和２年５月２６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 わたなべさつ子 ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

Ｎ－バスについて

市は、令和３年４月にルートの再編を行い、その際６５

歳以上の長久手市が発行するあったかぁどを携帯する人か

ら、新たに１００円の運賃を取ることを計画している。Ｎ

－バスの運行目的は、①市内交通空白地帯の解消②公共施

設の利便性向上③高齢者や子ども等の交通弱者の社会参加

の促進④子育て支援としている。Ｎ－バスはなくてはなら

ない市民の足として乗車率は増加傾向で推移している。有

料乗車率は約２１％、無料乗車率は約７０％、利用者一人

当りの経費は平成３０年度実績４６７円。運賃値上げに伴

い、ワンボックス車の運行廃止も含めたＮ－バス収支率は

４．６％から１５．６％へ改善が見込まれるとしている。

６５歳以上のあったかぁどを携帯する人から１００円の

運賃を取ることによって収入の増加を求めようとしている

ことについての見解を求める。

２

新型コロナウイルス感染症における生活保護業務等の対

応について

新型コロナウイルス感染症の影響は、リーマンショック

あるいは東日本大震災の規模をはるかに超え、雇用形態を

問わずあらゆる産業、世代に深刻な経済的ダメージを与え

ている。失われずに済むはずの命を救うために、自治体や

議会は積極的に活動することが、求められている。



厚生労働省社会・援護局保護課発出の令和２年４月７日

付け事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生

活保護業務等における対応について」により、車の保有や

稼働能力活用の判断、自営業者への適用等について、生活

保護制度の柔軟な運用ができるようになった。

⑴ 令和２年３月から５月までの生活困窮相談は何件か。

その中で、市相談窓口からつなげた件数は何件か。

⑵ 令和２年３月から５月までの生活保護申請は何件か。

⑶ 厚生労働省事務連絡の内容について、市役所内での確

認と周知はどうなっているか。

⑷ 今後の経済情勢の中で生活困窮者が増加すると思われ

るが、これからの対応はどのようか。


